
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年７月１５日 １８時２０分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市大房
おおふさ

岬西方沖 

 富浦港西防波堤灯台から真方位２８１°１,５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０２.６′ 東経１３９°４８.３′） 

事故の概要  プレジャーボートBAGUS
バ グ ー ス

は、北北西進中、定置網に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年８月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート BAGUS、１７トン 

 ２３５－５３９５９茨城、オークラサービス株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼に曲損 

定置網 上張りロープに切損、囲い網に破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１８時５６分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、千葉県鋸南
きょなん

町

保田
ほ た

漁港に向けて大房岬西方沖を約１８ノットの対地速力で北北西進

していた。 

船長は、同乗者から大房岬西方沖の定置網に注意するよう助言され

た後、船首方に浮子を認め、手動操舵で左舵を取って機関を後進とし

たところ、機関が停止し、機関を再始動しているうちに同岬西方沖に

設置された定置網に乗り揚げた。 

船長は、事前に航行予定海域の水路調査を行っていなかったので、

定置網の詳細な設置場所を知らず、本船の進路の右方に定置網が設置

されていると思い、レーダーで定置網の浮子の映像を確認していなか

った。 

分析  本船は、大房岬西方沖を北北西進中、船長が、定置網の詳細な設置

場所を知らなかったことから、進路の右方に定置網が設置されている

と思い、定置網に接近するまで気付かずに航行し、定置網に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、大房岬西方沖を北北西進中、船長が、定置網の

詳細な設置場所を知らなかったため、進路の右方に定置網が設置され

ていると思い、定置網に接近するまで気付かずに航行し、定置網に乗

り揚げたものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出航前に航行予定海域の定置網の設置状況を確認すること。 

・航行中は、レーダーを活用するなど常時適切な見張りを行い、定

置網設置区域に接近しないよう注意して航行すること。 

 


